
総合評価方式における電子申請システムにかかる 

システム障害時等の取り扱いについて 

 

                                                            

標記につきましては、総合評価方式における電子申請システムまたは電子認証に不具合が

発生し、下記に掲げるいずれかに該当する場合は、紙ベースによる自己評価表等資料の提出

を認めております。 

 

① 電子申請を行うためのＩＣカードが失効、破損、閉塞等で使用できなくなった場合

で、ＩＣカードの再発行の申請予定又は申請中の場合  

② 有資格業者側の不測のシステム障害により締切に間に合わない場合  

③ その他各発注部局等において、紙申請を行うことがやむを得ないと認められる場合 

 

【手続きについて】 

上記障害が発生した場合の手続きについては、財務部契約課所管の「電子入札システムに

かかるシステム障害時等の取扱い」による方法を準用し、契約部署からＦＡＸで発行される

「承諾について」の写しを技術管理課に原則持参することとしておりますが、電子入札シス

テムでは不具合がなく電子申請システムで不具合がある場合、契約部署の「承諾について」

によらない場合の手続きとし、以下のとおりこのお知らせをもって取り扱うこととします。 

 

１．総合評価方式における紙申請方式参加承諾願（別紙）等を技術管理課に提出します  

・入札公告に記載の技術評価点自己評価表提出締切日の午後５時までに、原則持参により

技術管理課に提出してください。 

午後５時を過ぎた場合は、承諾の手続きはできません。 

・上記承諾願、技術評価点自己評価表、簡易な施工計画書（簡易型の場合）、補完図面等

（簡易型の場合）のそれぞれに必要事項を記入し、印刷した書類を1部提出してくださ

い。  

・承諾（又は不承諾）については、技術管理課より、その場で当該承諾願に受付印を押

し、受付日時などを記入しコピーをお渡しします。  

 

２．注意事項 

 ・紙申請については、電子申請と同様に内容の審査は一切行ないません。 

 ・有効・無効の取扱いについては、電子申請と同様にお知らせしません。 

 ・技術評価点自己評価表等の記載内容により、電子申請した際と同様に失格になる場合が

あります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 問合せ先 】 

  都市政策部 技術管理課 総合評価担当 

電 話：025-226-3079（直通） 

E-mail：gijutsu@city.niigata.lg.jp 

 

mailto:gijutsu@city.niigata.lg.jp


 

（紙申請のイメージ） 
 

・紙申請方式承諾願 1部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術評価点自己評価表 1部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価の型が「簡易型」の場合、上記資料のほかに下記資料の提出が必要となります。 

・簡易な施工計画書 1部   ・補完図面等 1部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 記様式 １号（ 試行 要領 第６条 関係）
土

令和３年度・技術評価点自己評価表 TKA1   01

（ あて先） 　　新　 潟　市 　長

入札参加資格登録
所        在        地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 名

工 事 番 号

工 事 名

の 色の 箇所を文字や 数値 また はプルダ ウンにより、入 力し てくだ さい。

評   価   内   容 自 己 評 価 点

5.000

(a-74)×5/8

0.000

(a-65)×1.0

0.000

1.000

0.750

0.500

0.000

1.000

0.500

0.000

2.000

1.000

0.000

1.000

0.500

0.000

８ ２点 以 上 1.000

0.750

0.500

0.000

1.000

0.500

0.000

1.000

0.800

0.000

新 潟 市 か ら除 雪 機 械 の 貸 与 を受 けな い 契 約 実 績 あり 2.000

新 潟 市 か ら除 雪 機 械 の 貸 与 を受 ける 契 約 実 績 あ り 1.600

新 潟 市 か ら除 雪 機 械 の 貸 与 を受 けな い 契 約 実 績 あり 1.600

新 潟 市 か ら除 雪 機 械 の 貸 与 を受 ける 契 約 実 績 あ り 1.280

0.000

0.500

0.250

0.000

****

****

0.500

0.250

0.000

（土木・舗装 ほか／特別簡易型 Ⅰ型）

下記に工（業）種に応じた入札
参加資格 者名簿格付けランク

をご記入く ださい。

（
参
加

者
記
入

）

(

市

記
入

)

評  価  項  目 評 　価 　基 　 準 配  点

工
事

の

施

工

能

力

（
必
須

）

企

業

の
能

力

工 事 成 績

（ 平 均 点 ）

工 事 成 績 評 定 点 の 平 均 点 ： ａ

（小 数 点 以 下 第 ４位 四 捨 五 入 ３

位 止 ）

対 象 期 間 ：現 年 度 を含 ま ず、 過

去 ５ ヶ年 度 　※ １

（対 象 とする 工 種 及 び 期 間 は 案

件 ご とに 定 め る ）

８ ２点 以 上

12.000

６ ５点 未 満 （マ イ ナス 評 価 とす る ）

実 績 なし

８ ２点 以 上

８ ０点 以 上 ８２ 点 未 満

６ ５点 以 上 ７４ 点 未 満 新 潟 市 評 価

同 種 工 事 で７ ８点 以 上 の 工 事 成

績 評 定 点
対 象 期 間 ：現 年 度 を含 ま ず、 過

去 ５ ヶ年 度 　※ １

（対 象 とする 同 種 工 事 は 案 件 ご

とに 具 体 的 に 定 め る ）

７ ８点 以 上 ８０ 点 未 満

実 績 なし

同 種 工 事 の 工 事 成

績

７ ４点 以 上 ８２ 点 未 満

同 種 ・類 似 工 事 の

施 工 実 績

同 種 ・ 類 似 工 事 の 施 工 実 績

対 象 期 間 ：現 年 度 (公 告 日 前 日

ま で )及 び過 去 １５ ヶ年 度

（対 象 とする 実 績 要 件 は 案 件 ご

とに 具 体 的 に 定 め る ）

国 、旧 公 団 、都 道 府 県 又 は 政 令 指 定 都 市 の 発 注 工 事 の 元 請 施 工 実 績 が ある

上 記 以 外 の 発 注 工 事 の 元 請 施 工 実 績 が あ る

実 績 なし

総 合 評 価 方 式 受 注

回 数

当 該 年 度 の 総 合 評 価 方 式 の 受

注 回 数 　※ ２
（受 注 回 数 は 、 入 札 公 告 で掲 げ

る 土 木 一 式 、建 築 一 式 、 舗 装 、

そ の 他 （前 記 ３工 種 以 外 の 工

種 ） の ４区 分 で算 定 する ）

受 注 実 績 が 、 無 し

受 注 実 績 が 、 １回

受 注 実 績 が 、 ２回 以 上

配

置

予

定

技
術

者

の

能

力

国 家 資 格 　 ※ ４

主 任 （ 監 理 ） 技 術 者 の 有 する 資

格

基 準 日 ：入 札 参 加 申 込 締 切 日

工 事 を施 工 しう る 国 家 資 格 を有 する 者 の う ち 、 1級 の 国 家 資 格 を 有 す る 者 又 は 技 術 士 の 資 格

を 有 す る 者

工 事 を施 工 しう る 国 家 資 格 を有 する 者 の う ち 、 2級 の 国 家 資 格 を 有 す る 者

上 記 以 外 の 資 格

８ ０点 以 上 ８２ 点 未 満

７ ８点 以 上 ８０ 点 未 満

実 績 なし

同 種 ・類 似 工 事 の

施 工 実 績

　 　　 　※ ４  ※ ５

主 任 （ 監 理 ） 技 術 者 又 は 現 場 代

理 人 として 従 事 した同 種 ・類 似

工 事 の 施 工 実 績

対 象 期 間 ：現 年 度 (公 告 日 前 日

ま で )及 び過 去 １５ ヶ年 度 （対 象
とす る 実 績 要 件 は 案 件 ご とに 具

体 的 に 定 め る ）

国 、旧 公 団 、都 道 府 県 又 は 政 令 指 定 都 市 の 発 注 工 事 の 元 請 施 工 実 績 が ある

上 記 以 外 の 発 注 工 事 の 元 請 施 工 実 績 が あ る

実 績 なし

地

域

・

社

会

貢

献

度

（
選

択

）

災 害 時 活 動 協 力

新 潟 市 の 災 害 時 応 援 協 定 の 有
無

対 象 期 間 ：現 年 度 (公 告 日 前 日

ま で )及 び過 去 ３ヶ 年 度

工 事 施 工 場 所 と同 一 区 内 での 災 害 時 応 援 協 定 の 締 結 実 績 あ り

6.000

上 記 以 外 で の 災 害 時 応 援 協 定 の 締 結 実 績 あり

締 結 実 績 な し

除 雪 委 託 契 約

新 潟 市 の 除 雪 委 託 契 約 の 有 無

対 象 期 間 ：現 年 度 （公 告 日 前 日

ま で ）及 び 過 去 ３ ヶ 年 度

（複 数 の 契 約 が ある 場 合 は 、 何

れ か １ つ の 契 約 で 判 断 し評 価 す
る ）

工 事 施 工 場 所 と同 一 区 内 にお

い て

工 事 施 工 場 所 と異 な る 区 に おい

て

契 約 実 績 な し

地 域 内 拠 点
本 社 （ 本 店 ） の 所 在 地

基 準 日 ：入 札 参 加 申 込 締 切 日

本 社 （本 店 ）が 工 事 施 工 場 所 と同 一 区 内 に 存 在 する

本 社 （本 店 ）が 上 記 以 外 の 新 潟 市 内 に 存 在 す る

本 社 （本 店 ）が 新 潟 市 内 に 存 在 しな い

新 潟 市 消 防 団 協 力 事 業

所

新 潟 市 消 防 団 協 力 事 業 所 表 示

証 の 交 付 の 有 無

基 準 日 ：公 告 日

新 潟 市 消 防 団 協 力 事 業 所 表 示 証 を 交 付 され てい る

該 当 しない

高 齢 者 雇 用

高 齢 者 の 雇 用 規 定 及 び 継 続 雇

用 の 有 無

基 準 日 ：公 告 日

就 業 規 則 等 に 規 定 し、高 齢 者 を継 続 雇 用 して い る

上 記 に該 当 しな いが 、 就 業 規 則 等 に 規 定 して い る 、又 は 高 齢 者 を 継 続 雇 用 して いる

上 記 の い ずれ にも 該 当 しな い

主 任 （ 監 理 ） 技 術 者 又 は 現 場 代

理 人 として 従 事 した同 種 工 事 で
の 工 事 成 績 評 定 点

対 象 期 間 ：現 年 度 を含 ま ず、 過

去 ５ ヶ年 度 　※ １

（対 象 とする 同 種 工 事 は 案 件 ご

とに 具 体 的 に 定 め る ）

同 種 工 事 の 工 事 成

績 　※ ４ ※ ５

 
****

****

****

****

****

工 事 施 工 場 所 と同 一 区 内 で ボラン テ ィア活 動 の 実 績 が あ る ****

上 記 以 外 での ボ ラン テ ィ ア活 動 の 実 績 が あ る ****

工 事 施 工 場 所 と同 一 区 内 で ボラン テ ィア活 動 の 実 績 が あ る ****

上 記 以 外 での ボ ラン テ ィ ア活 動 の 実 績 が あ る **** （再）

工 事 施 工 場 所 と同 一 区 内 で ボラン テ ィア活 動 の 実 績 が あ る ****
6.000

上 記 以 外 での ボ ラン テ ィ ア活 動 の 実 績 が あ る ****

****

2.000

1.500

1.000

0.500

0.000

1.000

0.000

****

****

1.000

0.500

0.000

合 計 20.000 0 .000

※ １

※ ２

※ ３

※ ４

※ ５

配 置予 定 技術 者 等記 載 欄　 （ 配置 を予 定 する主任 (監理 )技術 者 、補 助技 術 者(専 任補 助 者)について 、該 当 欄に記 入 して くだ さ い。）

※ 監 理技 術 者を補 佐する者 は 記載 しな いで くだ さ い。（ 建 設業 法 第２ ６条 第 ３項 た だ し書 きの 適用 を受 ける監 理 技術 者を補 佐する者 ）

【注 意 事 項 ２、３ 】 【注 意 事 項 ２ ～ ４】

 フ  リ  ガ ナ
氏 　 　 　名 雇 用 関 係 開 始 年 月 日

【注 意 事 項 ２～ ８ 】 【注 意 事 項 ２ ～ ８】

 フ  リ  ガ ナ

氏 　 　 　名
雇 用 関 係 開 始 年 月 日

(

再

）
 

地
域

・

社
会

貢

献

度

（
選

択

）

障 が い 者 雇 用
障 が い者 雇 用 の 有 無

基 準 日 ：公 告 日

障 が い者 を法 定 雇 用 率 以 上 で 継 続 して（１ 年 以 上 ）雇 用 してい る

上 記 に該 当 しない

次 世 代 育 成 支 援 へ の 協

力 　 ※ ３

就 業 規 則 等 での 育 児 休 業 制 度

及 び介 護 休 業 制 度 に関 す る 規

定 の 有 無
基 準 日 ：公 告 日

育 児 休 業 制 度 及 び介 護 休 業 制 度 を就 業 規 則 等 で 規 定 して いる

育 児 休 業 制 度 又 は 介護 休 業 制 度 の 何 れ か を 就 業 規 則 等 で規 定 してい る

規 定 して いな い

ボ ラン ティ ア活 動

新 潟 市 内 におけ る ボラン テ ィア
活 動 の 実 績

対 象 期 間 ：現 年 度 （公 告 日 前 日

ま で）及 び 過 去 ３ヶ年 度

継 続 して ３ヶ 年 度 以 上 の 実績 が

ある

継 続 して ２ヶ 年 度 の 実 績 があ る

１ヶ年 度 の 実 績 が あ り 、継 続 す

る こととしている

実 績 なし

市 内 企 業 の 活 用 一 次 下 請 を含 む市 内 企 業

自 社 施 工 及 び一 次 下 請 施 工 にお いて 、市 内 本 社 （本 店 ）の 企 業 が 施 工 す る 工 事 費 総 額 が 、

請 負 金 額 の ８０％ 以 上 で ある

上 記 の 工 事 費 総 額 が、 請 負 金 額 の ７０％ 以 上 で ある

上 記 の 工 事 費 総 額 が、 請 負 金 額 の ６０％ 以 上 で ある

上 記 の 工 事 費 総 額 が、 請 負 金 額 の ５０％ 以 上 で ある

上 記 に該 当 しない

客

観

的
な

優

良
性

（
選

択

）

ＩＳ Ｏ ９００ １の

認 証 取 得

ＩＳ Ｏ ９００ １ 認 証 取 得の 有 無

基 準 日 ：公 告 日

ISO 90 01の 認 証 を入 札 参 加 者 名 で 受 けて いる

2.000

上 記 の 認 証 なし

ＩＳ Ｏ １４０ ０１の 認 証 取 得

又 は 、 エ コアクション ２１
の 認 証 登 録

ＩＳ Ｏ １４０ ０１ 認 証 取 得 、又 は エ

コアクション ２１ の 認 証登 録 の 有

無
基 準 日 ：公 告 日

ISO 14 001認 証 、 又 は エ コアクション 21認 証 を 入 札 参 加 者 名 で受 けて いる

優 良 工 事 表 彰 等

指 定 工 種 での 新 潟 市 優 良 工 事
表 彰 又 は 一 定以 上 の 工 事 成 績

の 有 無

対 象 期 間 ：現 年 度 （公 告 日 前 日

ま で）及 び 過 去 ５ヶ年 度

指 定 工 種 での 優 良 工 事 表 彰 の 受 賞 あり

指 定 工 種 での ８２ 点 以 上 の 工 事 成績 評 定 点 あ り

受 賞 等 なし

上 記 の 認 証 なし

　総 合 評 価 方 式 の 受 注 回 数 の 算 定 に おいて は 、共 同 企 業 体 で 受 注 実績 が あ る 場 合 、代 表 者 およ び 構 成 員 を問 わ ず 回 数 を数 える も の としま す 。

　「 次 世 代 育 成 支援 」 とは 、次 代 の 社 会 を担 う 子 ども を育 成 し、又 は 育 成 しよ う とする 家 庭 に対 す る 支 援 その 他 の 次 代 の 社 会 を担 う 子 ど もが 健 や か に生 ま れ 、 か つ、育 成 され る 環 境 の 整 備 の た
めの 国 若 しく は 地 方 公 共 団 体 が 講 ずる 施 策 又 は 事 業 主 が 行 う 雇 用 環 境 の 整 備 その 他 の 取 組 の こ とで す。

　「 補 助 技 術 者 (専 任 補 助 者 )」を配 置 す る 場 合 、補 助 技 術 者 が 有 する 評 価 内 容 （国 家 資 格 ・ 同 種 工 事 の 工事 成 績 ・ 同 種 ・類 似 工 事 の 施 工 実 績 ）で評 価 しま す 。

　配 置 予 定 技 術 者 が 介 護 休 暇 、育 児 休 暇 又 は 産 前 産 後 休 暇 を 取 得 して いた 場 合 、若 しく は 災 害 に係 る 復 旧 事 業 等 に従 事 す る ため 企 業 に在 籍 したま ま 新 潟 県 の 任 期 付 き 職 員 として併 任 して

いた 場 合 、そ れ らの 期 間 を評 価 対 象 期 間 に 加 算 します 。

補助技術者
（専任補助者）

補助技術者
（専任補助者）

　

留

意
事

項

　工 事 成 績 評 定 点 は 、 過 去５ ヶ年 度 を 範 囲 に限 定 して取 り 扱 う もの としま す。

　た だし、前 年 度 工 事 成 績 評 定 点 に 関 して、現 年 度 ４ 月 公 告 に関 する も の は 、前 年 度 １月 末 日 ま で に竣 工 したも の を対 象 に算 定 しま す 。

補 助技 術 者

補助技術者
（専任補助者）

＜ 共 通 事 項 ＞  配 置 予 定 の 有 資 格 技 術 者 を左 記 の 欄 に 記 入 してく ださい 。

【注 意 事 項 １】： 本 案 件 に配 置 予 定 の 主 任 技 術 者 又 は 監 理 技 術 者 を記 入 してく だ さい。

【注 意 事 項 ２】： 入 札 参 加 申 込 締 切 日 時 点 で雇 用 期 間 が ３箇 月 未 満 の 者 は 、配 置 予 定 技 術 者 と
　　　 　　　 　　　 　して認 め られ ま せ ん。

【注 意 事 項 ３】： 記 入 の ない 場 合 や 、発 注 工 事 にお いて 配 置 予 定技 術 者 として 認 められ な い者 を

　　　 　　　 　　　 　記 入 した場 合 、入 札 は 無 効 として 失 格 とな り ま す。

【注 意 事 項 ４】： 「自 己 評 価 表 」提 出 時 に 配 置 予定 技 術 者 を 特 定 でき な い場 合 は 、資 格 等 の 要 件
　　　 　　　 　　　 　を満 た す候 補 者 を それ ぞれ ４ 人 ま で記 入 する こ とが でき ま す。  複 数 の 配 置 予 定

                       技 術 者 を記 入 した 場合 は 、 「国 家 資 格 」、 「同 種 工 事 の 工 事 成 績 」及 び「 同 種 ・類

                       似 工 事 の 施 工 実 績 」の ３項 目 の 評 価 の 合 計 点 が 最 も低 い 技 術 者 を評 価 しま す。
　                    そ れ ぞれ の 項 目 を異 な る 技 術 者 によ り 評 価 する も の では あ りま せ ん 。

「技 術 評 価 点 自 己 評 価 表 」に記 載 した 配 置 予 定 技 術 者 は 、死 亡 、疾 病 、退 職 等 の 特 別 な 場 合 を除 き 、請

負 契 約 時 及 び工 期 の 途 中 で変 更 は で き ま せ ん。
なお 、特 別 な理 由 に よ り 配 置技 術 者 を 変 更 する 場 合 は 、当 初 の 配 置 技 術 者 と同 等 以 上 の 能 力 を有 す る

者 を配 置 しなけ れ ば なり ま せ ん。

や むを 得 ず配 置 技 術 者 の 変 更 の 必 要 が 生 じた場 合 で、 技 術 評 価 点 にお いて当 初 の 配 置 技 術 者 と同 等
以 上 の 者 を配 置 でき な い場 合 は 工 事 成 績 評 定 が 減 点 され ま すの で ご 注 意 くだ さい。

※「 補 助技 術 者(専 任補 助 者)」 で 評価 を希 望 する場合 、左 記 の該 当 欄に記 入

して くだ さ い。
　現 場 経 験 が 少 ない など 、主 任 技 術 者 （監 理 技 術 者 ）に 登 用 され づら い若 手 技 術 者 の 育 成 、技 術 力 向 上
を目 的 とし、経 験 豊 富 な補 助 技 術 者 （ 専 任 補 助 者 ）（以 下 、補 助 技 術 者 と言 う 。） を配 置 する 場 合 、 「補 助

技 術 者 」で評 価 しま す 。

【注 意 事 項 ５】： 補 助 技 術 者 を配 置 する 場 合 は 、 左 記 に記 載 され た補 助 技 術 者 の 評 価 点 で 「配

　　　 　　　 　　　 　置 技 術 者 の 能 力 」を評 価 しま す 。
　　　 　　　 　　　 　（補 助 技 術 者 の 配 置 の 有 無 は 、申 請 者 が 選 択 しま す。 ）

【注 意 事 項 ６】： 補 助 技 術 者 は 、現 場 代 理 人 との 兼 務 が でき ま す。

　　　 　　　 　　　 　（た だし、兼 務 した 場 合は 、 注 意 事 項 ６の 他 工 事 との 兼 任 は でき ま せ ん。 ）
【注 意 事 項 ７】： 補 助 技 術 者 を他 工 事 と兼 任 させ たい 場 合、 対 象 入 札 案 件 の 質 疑 期 間 内 に質 疑

　　　 　　　 　　　 　書 によ り 兼 務 の 可 否 につ いて 問 い合 わ せ て くだ さい。 兼務 可 能 と回 答 が あ る 場

　　　 　　　 　　　 　合 の み 兼 任 でき ま す 。

　　　 　　　 　　　 　（ホ ーム ペ ージ掲 載 の 「総 合 評 価 案 件 にお ける 主 任 技 術 者 及 び 補 助 技 術者 の
　　　 　　　 　　　 　専 任 要 件 の 緩 和 措 置 の 取 り 扱 いにつ いて 」をご 確 認 く だ さい 。

【注 意 事 項 ８】： 「落 札 候 補 者 」となり 、 記 載 した 「補 助 技 術 者 」を 配 置 でき ない 場 合 は 「失 格 」とな

　　　 　　　 　　　 　り ま す。

　

　

補助技術者
（専任補助者）

※ ４

【注 意 事 項 １～ ４ 】 注　　意　　事　　項

（配置予定技術者とは、主任（監理）技術者、補助技術者を指します。）
※ 監理技術者を補佐する者は該当しません。

主 任 技 術 者 又 は

監 理 技 術 者 の 区 分



総合評価方式における紙申請方式承諾願 

  年  月  日 

 

新 潟 市 長 

 

住    所 

                        商号又は名称 

                        代表 者氏 名              

 電 話 番 号 

  

業 者 番 号 

          

 

持参者 

    氏名                  

 

下記工事の入札参加資格要件を満たしていますが，総合評価方式における電子申請システムを利用し

て申請できないため，紙申請方式での申請を承諾いただきますようお願いいたします。 

 

記 

１ 入札案件 

発 注 部 署  公告年月日  

案 件 番 号  工 事 番 号  

工 事 名  

電子申請シ

ステムを利

用できない

理由 

 

 

 

提出文書 

  技術評価点自己評価表・・・・・・・・・・別記様式１号  1 部 

  簡易な施工計画書（簡易型の場合）・・・・ 別記様式２号  1 部 

  補完図書等（簡易型の場合）・・・・・・・ 任意様式Ａ４   1 部 

  技術提案書（標準型の場合）・・・・・・・ 別記様式３号   1 部 

 

 

 

  年  月  日    時   分     受取者           

 

上記について 承諾します ・ 承諾しません 

 

新潟市 都市政策部 技術管理課 



総合評価方式における紙申請方式承諾願 

令和○年○○月○○日 

 

新 潟 市 長 

 

住    所 新潟市○○区○○１－１－１ 

                        商号又は名称 ○○建設 株式会社 

                        代表者氏名  代表取締役         

 電 話 番 号 ０００－００００－００００ 

 

業 者 番 号 

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

持参者 

    氏名  ◎◎ ◎◎            

 

下記工事の入札参加資格要件を満たしていますが，総合評価方式における電子申請システムを利用し

て申請できないため，紙申請方式での申請を承諾いただきますようお願いいたします。 

 

記 

１ 入札案件 

発 注 部 署 ① ：○○課 公告年月日 ② ：令和○年○月○日 

案 件 番 号 ③ ：２０ＸＸ１００００１ 工 事 番 号 ④ ：○○第○号 

工 事 名 ⑤ ：○○○○○○○○○○○○工事 

電子申請シ

ステムを利

用できない

理由 

（例１）電子申請するための IC カードが失効したため 

（例２）不測のシステム障害により締切に間に合わないため 

提出書類 

☑ 技術評価点自己評価表・・・・・・・・・・別記様式１号  1 部 

  簡易な施工計画書（簡易型の場合）・・・・ 別記様式２号  1 部 

  補完図書等（簡易型の場合）・・・・・・・ 任意様式Ａ４   1 部 

  技術提案書（標準型の場合）・・・・・・・ 別記様式３号   1 部 

 

 

 

令和  年  月  日    時   分     受取者 

 

上記について 承諾します ・ 承諾しません 

 

新潟市 都市政策部 技術管理課 

以下は、市側の処理欄ですので、記入は不要です。 

記載例 

競争入札参加者名簿にある業者コード

を入力してください。 


